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徳
島
県
告
示
第
四
百
五
十
二
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
概
要
を
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く

事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
七
月
三
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

申
請
の
概
要

１

申
請
者

名

称

株
式
会
社
マ
ル
ハ
物
産

住

所

板
野
郡
松
茂
町
住
吉
字
住
吉
開
拓
四
―
三

代
表
者

代
表
取
締
役

林
賀
代
子

２

工
場
又
は
事
業
場

名

称

株
式
会
社
マ
ル
ハ
物
産

所
在
地

板
野
郡
松
茂
町
住
吉
字
住
吉
開
拓
四
―
三

３

特
定
施
設
の
種
類

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号
）
別
表
第
一
第
四
号
ロ
に
規
定

す
る
洗
浄
施
設
及
び
同
号
ニ
に
規
定
す
る
湯
煮
施
設

４

特
定
施
設
及
び
汚
水
等
の
処
理
に
関
す
る
事
項

二
の
縦
覧
の
期
間
及
び
場
所
に
お
い
て
、
関
係
書
類
を
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
と
と
も
に
、

徳
島
県
危
機
管
理
環
境
部
環
境
管
理
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
公
表
す
る
。

二

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

１

期
間

令
和
二
年
七
月
三
日
か
ら

令
和
二
年
七
月
二
十
四
日
ま
で

２

場
所

徳
島
県
危
機
管
理
環
境
部
環
境
管
理
課
及
び
松
茂
町
産
業
環
境
課



徳
島
県
告
示
第
四
百
五
十
三
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
特
定
施
設
の
構
造
等
の
変
更
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
概
要
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
の
構
造
等
を
変
更
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果

に
基
づ
く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
七
月
三
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

申
請
の
概
要

１

申
請
者

名

称

株
式
会
社
マ
ル
ハ
物
産

住

所

板
野
郡
松
茂
町
住
吉
字
住
吉
開
拓
四
―
三

代
表
者

代
表
取
締
役

林
賀
代
子

２

工
場
又
は
事
業
場

名

称

株
式
会
社
マ
ル
ハ
物
産

所
在
地

板
野
郡
松
茂
町
住
吉
字
住
吉
開
拓
四
―
三

３

特
定
施
設
の
種
類

変
更
な
し

４

変
更
の
概
要

排
水
口
の
新
設

５

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

二
の
縦
覧
の
期
間
及
び
場
所
に
お
い
て
、
関
係
書
類
を
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
と
と
も
に
、

徳
島
県
危
機
管
理
環
境
部
環
境
管
理
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
公
表
す
る
。

二

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

１

期
間

令
和
二
年
七
月
三
日
か
ら

令
和
二
年
七
月
二
十
四
日
ま
で

２

場
所

徳
島
県
危
機
管
理
環
境
部
環
境
管
理
課
及
び
松
茂
町
産
業
環
境
課



徳
島
県
告
示
第
四
百
五
十
四
号

徳
島
県
西
部
総
合
県
民
局
長
か
ら
、
次
の
よ
う
に
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
七
月
三
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

測

量

の

種

類

測

量

を

す

る

地

域

測

量

を

す

る

期

間

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
）

美
馬
市
穴
吹
町

令
和
二
年
六
月
二
十
二
日
か
ら

令
和
二
年
九
月
十
四
日
ま
で



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
治
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
七
月
三
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

芝

山

日

出

髙

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

会
計
責
任
者

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

の

氏

名

徳

島

県

神

谷

徳
島
市
中
洲
町
一
丁
目
五
十
八
番
地

令

和

二

年

宮

佐

俊

昭

近

藤

敏

彦

ま

さ

ゆ

き

後

援

会

一

六

月

五

日



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
七
月
三
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

芝

山

日

出

髙

一

政
党
の
支
部

異

動

の

内

容

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

異
動
年
月
日

新

旧

代
表
者
の
氏
名

湯

浅

恭

介

粟

飯

原

一

平

自

由

民

主

党

令

和

二

年

湯

浅

恭

介

徳

島

県

ト

ラ

ッ
ク

支
部

会
計
責
任
者
の

六

月

三

日

福

永

功

高

林

徹

氏
名

二

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

異

動

の

内

容

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

異
動
年
月
日

新

旧

徳
島
市
中
吉
野
町
四
丁
目
四
九

主
た
る
事
務
所
の

徳
島
市
東
吉
野
町
一
丁
目
七－

令

和

二

年

か

じ
わ

ら

一

哉

後

援

会

梶

原

一

哉

－
一
ア
ル
フ
ァ
ス
テ
イ
ツ
中
吉

所
在
地

四－

二
〇
六

五

月

十

五

日

野
町
Ⅱ
九
〇
四
号
室

会
計
責
任
者
の

令

和

二

年

土

井

昭

一

後

援

会

土

井

昭

一

土

井

清

子

土

井

美

保

氏
名

五

月

十

五

日

主
た
る
事
務
所
の

徳
島
市
応
神
町
吉
成
字
只
津
七

徳
島
市
八
万
町
大
野
一
五
八－

令

和

二

年

な
い
と
う
さ
わ
こ
後
援
会

山

田

茂

人

所
在
地

〇－

三

一

五

月

十

九

日



主
た
る
事
務
所
の

徳
島
市
八
万
町
大
坪
九
六－

一

令

和

元

年

仁

徳

会

川

島

周

阿
南
市
宝
田
町
川
原
一
五－

五

所
在
地

〇

八

月

二

十

五

日

代
表
者
の
氏
名

五

島

寛

治

山

下

秀

夫

令

和

二

年

徳

島

県

警

備

業

連

盟

五

島

寛

治

会
計
責
任
者
の

五

月

二

十

二

日

山

下

秀

夫

五

島

寛

治

氏
名

会
計
責
任
者
の

令

和

二

年

徳

島

県

商

工

政

治

連
盟

岡

本

富

治

妹

尾

圭

一

郎

久

住

厚

司

氏
名

四

月

一

日

代
表
者
の
氏
名

富

永

俊

彦

殿

谷

隆

一

令

和

二

年

阿
南
市
那
賀
郡
医
師
連
盟

富

永

俊

彦

会
計
責
任
者
の

五

月

十

九

日

瀬

川

淳

宮

本

弘

氏
名

代
表
者
の
氏
名

湯

浅

恭

介

粟

飯

原

一

平

徳

島

県

ト

ラ

ッ
ク
事

業

令

和

二

年

湯

浅

恭

介

政

治

連

盟

会
計
責
任
者
の

六

月

三

日

高

林

徹

郡

信

彦

氏
名



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
七
月
三
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

芝

山

日

出

髙

一

政
党
の
支
部

政

治

団

体

の

名

称

代
表
者
の
氏
名

解
散
年
月
日

自

由

民

主

党

徳

島

県

阿

波

市

第

一

支

部

丸

若

祐

二

令

和

二

年

六

月

四

日

二

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政

治

団

体

の

名

称

代
表
者
の
氏
名

解
散
年
月
日

大

西

あ

き

ひ

で

後

援

会

大

西

章

英

令

和

二

年

四

月

二

日

谷

み

ち

よ

後

援

会

谷

み

ち

よ

令
和
二
年
五
月
二
十
七
日

ク

リ

ー

ン

で

さ

わ

や

か

な

選

挙

推

進

の

会

仁

木

一

郎

令

和

二

年

六

月

十

一

日

仁

木

一

郎

後

援

会

仁

木

一

郎

令

和

二

年

六

月

十

一

日



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
く
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
七
月
三
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

芝

山

日

出

髙

資
金
管
理
団
体
の
届
出

資
金
管
理
団
体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

を

し

た

者

の

氏

名

徳
島
市
中
吉
野
町
四
丁
目
四
九

主
た
る
事
務

徳
島
市
東
吉
野
町
一
丁
目
七－

令

和

二

年

梶

原

一

哉

か

じ

わ

ら

一

哉

後

援

会

－

一
ア
ル
フ
ァ
ス
テ
イ
ツ
中
吉

所
の
所
在
地

四－

二
〇
六

五

月

十

五

日

野
町
Ⅱ
九
〇
四
号
室



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
く
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
取
消
し
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
七
月
三
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
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徳島県選挙管理委員会告示第４６号

公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１９２条第１項の規定により提出のあった

平成３１年４月７日執行の徳島県議会議員一般選挙における候補者の選挙運動に関する収

支報告書について，候補者樫本孝の出納責任者岸上孔及び候補者丸若祐二の出納責任者丸

若真由美から訂正の報告があったので，平成３１年４月７日執行の徳島県議会議員一般選

挙における候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨を公表する件（令和元年徳島県選

挙管理委員会告示第４１号）の一部を次のとおり訂正する。

令和２年７月３日

徳島県選挙管理委員会委員長 芝 山 日 出 髙



 5,375,900円

65,000 円
（職　業）

50,000 円
樫本　生子 会社役員 円
自由民主党徳島県支部 政党 円 50,000 円
連合会

0 円

204,290 円

0 円

　　印　刷　費 380,000 円

　　広　告　費 228,528 円

　　文　具　費 31,535 円

　　食　糧　費 38,456 円

　　休　泊　費 0 円

　　雑　　　費 11,354 円

円

円

円 1,009,163 円

円 0 円

円 1,009,163 円

0 円
円
円

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１　選挙の種類　　平成３１年４月７日執行　徳島県議会議員一般選挙（吉野川選挙区）

２　公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額（法定選挙運動費用額）

３　報告書の要旨

候 補 者 氏 名 樫本　孝 所属党派 自由民主党
期間

１月２６日から
第１回分

出納責任者氏名 岸上　孔 ４月１０日まで

　　収　入 　　支　出

　主たる寄附 　　人　件　費
　（氏名・団体名） （寄　附　額）

　　家　屋　費
50,000

300,000 　　　選挙事務所費

　　　集合会場費

　　通　信　費

　　交　通　費

　その他の寄附 0

　その他の収入 600,000

　今　回　計 950,000 　　今　回　計

　前　回　計 0 　　前　回　計

　総　　　 計 950,000 　　総　 　　計

　　支出のうち
　　公費負担相当額

項　　　目 金　　　額

計 380,000

選挙運動用ビラの作成
選挙運動用ポスターの作成 380,000

報告書受理年月日 平成３１年４月２２日　第１回報告分



 5,240,700円

510,000 円
（職　業）

466,000 円
自由民主党徳島県支部 政党 円
連合会 466,000 円
森本　定 無職 円
吉村　修治 無職 円 0 円
新居　正和 無職 円
井内　俊助 無職 円 0 円
佐光　康彦 無職 円
十川　良二 無職 円 0 円
長瀬　忠史 無職 円
吉田　俊子 無職 円 　　印　刷　費 245,160 円
片岡　美代子 無職 円
大隅　郁江　 無職 円 　　広　告　費 212,976 円

　　文　具　費 0 円

　　食　糧　費 403,000 円

　　休　泊　費 0 円

　　雑　　　費 0 円

円

円

円 1,837,136 円

円 0 円

円 1,837,136 円

円
円
円

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１　選挙の種類　　平成３１年４月７日執行　徳島県議会議員一般選挙（阿波選挙区）

２　公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額（法定選挙運動費用額）

３　報告書の要旨

候 補 者 氏 名 丸若　祐二 所属党派 自由民主党
期間

１月２６日から
第１回分

出納責任者氏名 丸若　真由美 ４月７日まで

　　収　入 　　支　出

　主たる寄附 　　人　件　費
　（氏名・団体名） （寄　附　額）

　　家　屋　費

50,000

　　通　信　費
40,000
40,000

300,000
　　　選挙事務所費

40,000

50,000

90,000

　　交　通　費

50,000
50,000

　　　集合会場費

50,000
50,000

　その他の寄附 0

　その他の収入 2,000,000

　今　回　計 2,810,000 　　今　回　計

　前　回　計 0 　　前　回　計

　総　　　 計 2,810,000 　　総　 　　計

項　　　目 金　　　額
選挙運動用ビラの作成 112,320　　支出のうち

　　公費負担相当額
計 245,160

選挙運動用ポスターの作成 132,840

報告書受理年月日 平成３１年４月２２日　　第１回報告分


